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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スパースアレイ検知器を含む走査装置で被検コンテナを透過走査して走査データを取得
するステップであって、前記スパースアレイ検知器は、直線アイレ検知器の各検知器ユニ
ットを中心線に対して水平な方向にランダムに分布され、スパースアレイ分布を形成し、
前記中心線は前記直線アイレ検知器の延伸方向にある線であり、前記被検コンテナは前記
走査装置に対して走行する、ステップと、
　各検知器ユニットの前記中心線に対する遅れ距離ΔＤに基づいて各検知器ユニットの走
査情報を補正することによって、深さ方向における特定深さ位置でデジタルフォーカシン
グを行うステップと、
　デフォーカスの画素値をフィルタリングし、該特定深さ位置におけるスライス画像を取
得するステップと、
　該スライス画像には危険品や不審物が含まれるか否かを判断するステップと、
　を含むコンテナを検査する方法。
【請求項２】
　式（１）に基づいてデジタルフォーカシングを行う、
　ここで、Ｌは放射線源から検知器平面までの水平距離であり、ΔＤは検知器ユニットの
スパースアレイ検知器中心線に対するオフセット量を表す前記遅れ距離であり、Δｘは同
一投影放射線による深さＺの物体点の結像位置オフセット量を表す、請求項１に記載の方
法。
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　Δｘ＝（Ｌ－Ｚ）／Ｌ・ΔＤ………（１）
【請求項３】
　前記スパースアレイ検知器は、
　前記放射線中の第１のエネルギー範囲にある放射線を検知する第１群のスパースアレイ
検知ユニットと、
　前記放射線中の第１のエネルギー範囲よりも高い第２のエネルギー範囲にある放射線を
検知する第２群のスパースアレイ検知ユニットとを含む、請求項１または２に記載の方法
。
【請求項４】
　前記スパースアレイ検知器の各検知ユニットは、低エネルギー検知部分、金属フィルタ
及び高エネルギー検知部分を含む、請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　異なる深さ位置に対して、それぞれデジタルフォーカシングを行うとともに、デフォー
カスの画素値をフィルタリングすることで、各位置のスライス画像を取得し、これらのス
ライス画像を動画で連続的に再生する、請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　入力装置により深さ位置を連続的に調節するステップと、
　調節ステップに従って、異なる深さ値でのスライス画像を動画で再生するステップと、
をさらに含む、請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　スパースアレイ検知器における各検知ユニットの中心線に対するオフセットに基づき、
検知されたデータをもとに被検体の二次元透過画像を構成するステップをさらに含む請求
項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記二次元透過画像とスライス画像の対応する深さ値を合わせて、危険品や不審物のコ
ンテナ内の位置を確定するステップをさらに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　放射線源及びスパースアレイ検知器を含み、被検コンテナを透過走査し、走査データを
取得し、前記スパースアレイ検知器は、直線アイレ検知器の各検知器ユニットを中心線に
対して水平な方向にランダムに分布され、スパースアレイ分布を形成し、前記中心線は前
記直線アイレ検知器の延伸方向にある線であり、前記被検コンテナは前記走査装置に対し
て走行する走査装置と、
　各検知器ユニットの前記中心線に対する遅れ距離ΔＤに基づいて各検知器ユニットの走
査情報を補正することによって、深さ方向における特定深さ位置でデジタルフォーカシン
グを行い、デフォーカスの画素値をフィルタリングすることで、該特定深さ位置における
スライス画像を取得し、該スライス画像には危険品や不審物が含まれるか否かを判断する
データ処理装置と、を含む検査装置。
【請求項１０】
　前記スパースアレイ検知器は、
　前記放射線中の第１のエネルギー範囲にある放射線を検知する第１群のスパースアレイ
検知ユニットと、
　前記放射線中の第１のエネルギー範囲よりも高い第２のエネルギー範囲にある放射線を
検知する第２群のスパースアレイ検知ユニットとを含む、請求項９に記載の検査装置。
【請求項１１】
　前記スパースアレイ検知器の各検知ユニットは、低エネルギー検知部分、金属フィルタ
及び高エネルギー検知部分を含む、請求項９または１０に記載の検査装置。
【請求項１２】
　前記データ処理装置は式（２）に基づいてデジタルフォーカシングを行い、
　ここで、Ｌは放射線源から検知器平面までの水平距離であり、ΔＤは検知器ユニットの
スパースアレイ検知器中心線に対するオフセット量を表す前記遅れ距離である、Δｘは同
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一投影放射線による深さＺの物体点の結像位置オフセット量を表す、請求項９～１１のい
ずれか１項に記載の検査装置。
　Δｘ＝（Ｌ－Ｚ）／Ｌ・ΔＤ………（２）
【請求項１３】
　前記データ処理装置は、
　深さ位置を連続的に調節する入力装置と、
　調節過程に従って、異なる深さ値でのスライス画像を動画で再生する表示装置とをさら
に含む、請求項９～１２のいずれか１項に記載の検査装置。
【請求項１４】
　前記データ処理装置は、スパースアレイ検知器における各検知ユニットの中心線に対す
るオフセットに基づき、検知されたデータをもとに被検体の二次元透過画像を構成する、
請求項９～１３のいずれか１項に記載の検査装置。
【請求項１５】
　前記データ処理装置は、前記二次元透過画像とスライス画像の対応する深さ値を合わせ
て、危険品や不審物のコンテナ内の位置を確定する、請求項１４に記載の検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は放射線検査技術に関し、具体的には、検査装置、及びコンテナを検査する方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｘ線透過技術は、空港や税関などの場所におけるコンテナ貨物検査によく用いられる。
Ｘ線透過技術は直線検知器アレイを用いてコンテナの二次元透過画像を取得する。例えば
Ｘ線はコリメートされて扇形の放射線ビームを形成し、被検体を透過して検知される。物
体が静止する時、検知器は、放射線面への物体の一次元投影だけを受け取る。物体が、放
射線面に垂直な方向に運動する時、物体の各部分が順次に放射線ビームを通過するため、
検知器は直線走査によって物体全体の二次元投影画像を取得する。しかしながら、上記検
査方式では、コンテナ内物体の奥行方向における投影は重畳し、深さ情報を失う。特に爆
発物、危険品などの低原子番号材料について、Ｘ線透過後の階調の減衰は明らかではなく
、この種類の物体の形状、位置などの特徴に対する視認、識別にひどく影響する。
【０００３】
　現在、三次元透視画像を取得する常用的な手段としては、ＣＴ断層結像とステレオマッ
チング技術等がある。ＣＴ断層結像技術は、複雑で、コストが高く、かつ結像時間が長い
ため、工業上のリアルタイム検出におけるその応用は制限されている。ステレオマッチン
グ過程では、比較的複雑な物体の階調再構成と境界処理が複雑で、計算量も大きく、実際
の応用が難しい。したがって、他の技術を研究してコンテナ内物体の三次元結像情報を取
得する必要がある。
【発明の概要】
【０００４】
　従来技術における１つまたは複数の課題を鑑みて、コンテナなどのような被検体を検査
する検査装置及び検査方法を提供する。
【０００５】
　本開示の１態様は、スパースアレイ検知器を含む走査装置で被検コンテナを透過走査し
て走査データを取得するステップと、深さ方向における特定深さ位置でデジタルフォーカ
シングを行うステップと、デフォーカスの画素値をフィルタリングし、該特定深さ位置に
おけるスライス画像を取得するステップと、該スライス画像には危険品や不審物が含まれ
るか否かを判断するステップと、を含むコンテナを検査する方法を提供する。
【０００６】
　一部の実施例において、下記の式に基づいてデジタルフォーカシングを行う。
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　Δｘ＝（Ｌ－Ｚ）／Ｌ・ΔＤ
【０００７】
　ここで、Ｌは放射線源から検知器平面までの水平距離であり、ΔＤは検知器ユニットの
スパースアレイ検知器中心線に対するオフセット量を表し、Δｘは同一投影放射線による
深さＺの物体点の結像位置オフセット量を表す。
【０００８】
　一部の実施例において、前記スパースアレイ検知器は、前記放射線中の第１のエネルギ
ー範囲にある放射線を検知する第１群のスパースアレイ検知ユニットと、前記放射線中の
第１のエネルギー範囲よりも高い第２のエネルギー範囲にある放射線を検知する第２群の
スパースアレイ検知ユニットとを含む。
【０００９】
　一部の実施例において、前記スパースアレイ検知器の各検知ユニットは、低エネルギー
検知部分、フィルタ及び高エネルギー検知部分を含む。
【００１０】
　一部の実施例において、異なる深さ位置に対して、それぞれデジタルフォーカシングを
行うとともに、デフォーカスの画素値をフィルタリングすることで、各位置のスライス画
像を取得し、これらのスライス画像を動画で連続的に再生する。
【００１１】
　一部の実施例において、前記方法は、入力装置により深さ位置を連続的に調節するステ
ップと、調節ステップに従って、異なる深さ値でのスライス画像を動画で再生するステッ
プとを含む。
【００１２】
　一部の実施例において、前記方法は、スパースアレイ検知器における各検知ユニットの
中心線に対するオフセットに基づき、検知されたデータをもとに被検体の二次元透過画像
を構成するステップをさらに含む。
【００１３】
　一部の実施例において、前記方法は、前記二次元透過画像とスライス画像の対応する深
さ値を合わせて、危険品や不審物のコンテナ内の位置を確定するステップを含む。
【００１４】
　本開示の他の１態様は、放射線源及びスパースアレイ検知器を含み、被検コンテナを透
過走査し、走査データを取得する走査装置と、深さ方向における特定深さ位置でデジタル
フォーカシングを行い、デフォーカスの画素値をフィルタリングすることで、該特定深さ
位置におけるスライス画像を取得し、該スライス画像には危険品や不審物が含まれるか否
かを判断するデータ処理装置とを含む、検査装置を提供する。
【００１５】
　一部の実施例において、前記スパースアレイ検知器は、前記放射線中の第１のエネルギ
ー範囲にある放射線を検知する第１群のスパースアレイ検知ユニットと、前記放射線中の
第１のエネルギー範囲よりも高い第２のエネルギー範囲にある放射線を検知する第２群の
スパースアレイ検知ユニットとを含む。
【００１６】
　一部の実施例において、前記スパースアレイ検知器の各検知ユニットは、低エネルギー
検知部分、フィルタ及び高エネルギー検知部分を含む。
【００１７】
　一部の実施例において、前記データ処理装置は下記の式に基づいてデジタルフォーカシ
ングを行う。
　Δｘ＝（Ｌ－Ｚ）／Ｌ・ΔＤ
【００１８】
　ここで、Ｌは放射線源から検知器平面までの水平距離であり、ΔＤは検知器ユニットの
スパースアレイ検知器中心線に対するオフセット量を表し、Δｘは同一投影放射線による
深さＺの物体点の結像位置オフセット量を表す。
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【００１９】
　一部の実施例において、前記データ処理装置は、深さ位置を連続的に調節する入力装置
と、調節過程に従って、異なる深さ値でのスライス画像を動画で再生する表示装置とをさ
らに含む。
【００２０】
　一部の実施例において、前記データ処理装置は、スパースアレイ検知器における各検知
ユニットの中心線に対するオフセットに基づき、検知されたデータをもとに被検体の二次
元透過画像を構成する。
【００２１】
　一部の実施例において、前記データ処理装置は、前記二次元透過画像とスライス画像の
対応する深さ値を合わせて、危険品や不審物のコンテナ内の位置を確定する。
【００２２】
　上記案を利用して、コンテナなどのような被検体には、危険品や不審物が含まれるか否
かをより正確に確定することができる。また、透過画像と階層情報とを組み合わせること
で、危険品や不審物のコンテナ内の正確な位置を確定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
　本発明をよりよく理解するために、以下の図面を参照して本発明を詳細に説明する。
【図１】本開示の実施例による検査装置を示す構造模式図
【図２】図１に示す検査装置に含まれるスパースアレイ検知器の構造を説明する模式図
【図３】図１に示す検査装置に含まれる計算装置の構造を説明する模式図
【図４】本開示の実施例による結像過程を説明する模式図
【図５】本開示の実施例による結像原理を説明する模式図
【図６】本開示の実施例による結像過程を説明する模式的なフローチャート
【図７】本開示の実施例で使用した擬似二重エネルギー検知器の検知ユニットの構造模式
図
【図８】本開示の実施例によるコンテナ中の危険品を位置決めするフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の具体的な実施例を詳細に説明するが、ここで説明する実施例は例示的な
ものに過ぎず、本発明を制限するためのものではない。以下の説明において、本発明に対
する理解を深めるために、特定な細部を多く説明する。しかしながら、これらの特定な細
部を用いて本発明を実行する必要がないことは、当業者にとって自明なことである。他の
実例において、本発明を混乱させないために、公知の構造、材料または方法は具体的に説
明されていない。
【００２５】
　明細書全体において、「１実施例」、「実施例」、「１例示」または「例示」に言及す
る場合は、該実施例または例示を結合しながら記載される特定的特徴、構造または特性が
本発明の少なくとも１つの実施例に含まれることを意味する。したがって、明細書全体の
各箇所に出現する「１実施例において」、「実施例において」、「１例示」または「例示
」という語句は必ずしも同一の実施例または例示を指すとは限らない。なお、何れの適当
な組み合わせ及び／又はサブコンビネーションにおいても特定的特徴、構造又は特性を１
つまたは複数の実施例や例示に組み合わせることができる。なお、当業者であれば理解で
きるように、ここで使用する「及び／又は」という専門用語は、１つまたは複数の関連の
列記項目の何れかと全ての組み合わせを含む。
【００２６】
　従来技術における１つまたは複数の課題について、本開示の実施例は、スパースアレイ
検知器で結像検査を行う技術を提出している。水平方向に離散分布した検知器アレイで被
検体を走査してから、走査画像に対してデジタルフォーカシングを行うことで、物体の奥
行方向における異なる階層の画像を取得することができ、このようにして被検体の階層情
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報を取得する。なお、一部の実施例において、深さ方向における再構成の空間分解効果を
向上させるために、多重エネルギー検知器を用いることにより、Ｘ線中の低エネルギー成
分をより充分に利用し、比較的薄い対象を識別することができる。他の実施例において、
階層深さ情報を二次元透過図に合わせることができ、即ちコンテナ内の危険品／不審物に
対して三次元空間位置決めすることができる。
【００２７】
　本開示の実施例によると、スパース分布されたアレイ検知器及び結像方法を用いること
で、コンテナ内の被検体の深さ方向における階層情報を取得することができる。また、多
重エネルギー検知器により、Ｘ線中の低エネルギー成分を充分に利用し、比較的薄い物品
を検査して、空間分解能力を高めることができる。また、深さ情報とＸ線透視図とを合わ
せて、被検体の三次元画像及び危険品位置決めを取得することができる。
【００２８】
　図１は本開示の実施例による検査装置を示す構造模式図である。図１に示すように、本
開示の実施例による検査装置１００は、Ｘ線源１１０、スパースアレイ検知器１３０、デ
ータ採集装置１５０、制御器１４０、及び計算装置１６０を含み、コンテナ、トラックな
どのような被検体１２０を安全検査し、例えば危険品及び／又は不審物が含まれるか否か
を判断する。該実施例において、検知器１３０とデータ採集装置１５０を分けて説明する
が、当業者であれば理解できるように、それらを集積してＸ線検知・データ採集装置と称
してもよい。
【００２９】
　一部の実施例によると、上記のＸ線源１１０は同位体であってもよく、Ｘ線機または加
速器等であってもよい。Ｘ線源１１０は、単一エネルギーであってもよく、二重エネルギ
ーであってもよい。このようにして、Ｘ線源１１０とスパースアレイ検知器１３０、及び
、制御器１４０と計算装置１６０によって被検体１２０を透過走査し、検知データを取得
する。例えば被検体１２０の走行中、オペレータは、計算装置１６０のマンマシンインタ
ーフェースを利用して、制御器１４０によって、放射線を出すことをＸ線源１１０に命令
するようにコマンドを出し、放射線は被検体１２０を透過した後、スパースアレイ検知器
１３０とデータ採集装置１５０により受けられ、かつ計算装置１６０によりデータを処理
し、透過画像を取得することができる一方、被検体の深さ方向における階層情報を取得す
ることができ、ある層におけるスライス情報を取得して後続の危険品／不審物の検査に情
報を提供することもできる。このようにして、例えば原子番号などのような特徴値を比較
するすると、コンテナ内の不審物の位置を確定することができ、三次元位置決めを迅速的
に行い、オペレータが危険品／不審物の位置を見出すことに便利である。
【００３０】
　図２は図１に示す検査装置に含まれるスパースアレイ検知器の構造を説明する模式図で
ある。本開示の実施例で用いるスパースアレイ検知器１３０は、直線アレイ検知器に比べ
て、直線アイレ検知器の各検知器ユニットを水平方向（例えば物体の運動方向）にランダ
ムに分布させ、スパースアレイ分布を形成すると考えられる。図２に示す各検知ユニット
は、スパースアレイ検知器の中心線に対してランダムに分布する。
【００３１】
　本開示の実施例によると、Ｘ線透視技術はＸ線で物体を照射し、内部物質の放射線に対
する吸収差異に基づいて物体内部状況に関する画像を取得し、貨物検査を行う。直線検知
器アレイを用いてコンテナ内物体の二次元透視画像を取得するが、物体の奥行方向におけ
る投影は重畳し、深さ方向の識別情報を失い、物体の形状、位置などの特徴に対する視認
、識別に影響する。本開示の実施例によると、スパースアレイ検知器を用いてコンテナ内
物体の深さ情報を取得し、三次元画像を形成することができ、即ちコンテナに対する安全
検査の正確率と効率を大きく向上させることができる。例えば、直線検知器の代わりに、
ランダム離散検知器アレイを用い、結像アルゴリズムにより処理して被検体の階層画像を
取得することができる。
【００３２】
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　図３は図１に示す計算装置の構造模式図を示す。図３に示すように、スパースアレイ検
知器１３０により検知された信号は、データ採集器により採集され、データは、インタフ
ェースユニット１６７とバス１６３を介して記憶部１６１に記憶される。読出専用メモリ
（ＲＯＭ）１６２には、コンピュータデータプロセッサの配置情報及びプログラムが記憶
されている。ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１６３は、プロセッサ１６５の動作中に
各種データを一時記憶するためのものである。また、メモリ１６１には、データ処理を行
うためのコンピュータプログラムがさらに記憶されており、例えば物質識別プログラム及
び画像処理プログラム等が記憶されている。内部バス１６３は、上記のメモリ１６１、読
出専用メモリ１６２、ランダムアクセスメモリ１６３、入力装置１６４、プロセッサ１６
５、表示装置１６６及びインタフェースユニット１６７に接続している。
【００３３】
　ユーザーがキーボード、マウスなどのような入力装置１６４で操作命令を入力した後、
コンピュータプログラムのコマンドコードは、予定のデータ処理アルゴリズムを行うこと
をプロセッサ１６５に命令し、データ処理結果を取得した後、データ処理結果をＬＣＤ表
示器などのような表示装置１６７に表示し、あるいはプリントなどのようなハードコピー
で処理結果を直接に出力する。
【００３４】
　図４は本開示の実施例による結像過程を説明する模式図である。図４に示すように、縦
一直線に配列される検知器ユニットを水平方向に離散させ、各検知器は中心線に対するラ
ンダムで水平な変位を有する。このようにして、放射線源１１０が出した放射線について
、同一の時刻において、検知器アレイ１３０は物体の異なる位置を透過した１群の放射線
を受ける。スパースアレイ検知器での結像原理は図５に示すように、放射線がｘ軸方向に
走査し、各検知器ユニットが水平方向の所定範囲内においてランダムに離散分布され、ス
パースアレイ検知器の各検知器ユニットがいずれも、検知器アレイ中心線に対してランダ
ムに与えられた水平変位ΔＤを有し（検知器の設計時に知られる）、検知器平面からの水
平距離がＺである物体上のある点Ａ＿０が投影画像に出現することは、直線検知器の場合
よりもΔｘ遅れる（図５における点Ａ）。
　Δｘ＝（Ｌ－Ｚ）／Ｌ・ΔＤ　……　（１）
【００３５】
　上記式（１）において、Ｌは加速器標的から検知器面までの水平距離である。上記式（
１）から分かるとおり、検知器結晶オフセット量ΔＤが一定である場合、放射線源１１０
が出した同一投影放射線上の異なる深さＺの物体点に対して、結像位置のオフセット量Δ
ｘは異なる。
【００３６】
　本開示の実施例によって、上記再構成方法は画像に表すと、元の構造の明確な物体が乱
雑に散在している点になるが、このような乱雑は検知器ユニットの位置により補正するこ
とができる。変位Δｘで検知器平面からの距離がＺである物体のある平面における構造が
画像に出現することは、検知器中心線よりもΔＤ遅れる。したがって、該検知器ユニット
の走査線を前に距離ΔＤ移動させれば、中心線に揃えることができる。全ての検知器を比
例的に中心線に揃えると、該物体平面に位置する構造は明確に結像することができ、即ち
「デジタルフォーカシング」することができる。全ての検知器の画素を水平変位ΔＤで中
心線に揃えるように補正すると、この深さ位置にある物体断面は明確に結像することがで
き、他の層における点は乱雑ノイズである。検知器が異なる水平変位ΔＤを用いることで
、物体の異なる深さＺに対して階層結像することができる。つまり、ある確定深さ層Ｚに
おける物体点は全て上式を満たすべきであり、この層に位置しない結像点はデフォーカス
が生じる。故にデジタルフォーカシング、ノイズ除去、フィルタリングなどによりこの層
Ｚに属する画像を抽出することができる。
【００３７】
　一部の実施例において、異なる深さ位置に対して、それぞれデジタルフォーカシングを
行うとともに、デフォーカスの画素値をフィルタリングし、各位置におけるスライス画像
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を取得し、これらのスライス画像を動画で連続的に再生することができる。例えば深さ位
置Ｚ１、Ｚ２、……Ｚ１０合計十層のスライス画像をそれぞれ取得し、その後動画で再生
したりユーザーが設定した速度で再生したりする。また例えば、入力装置１６４で深さ装
置を連続的に調節し、計算装置１６０は深さ値の変化にしたがって、異なる深さ値でのス
ライス画像を動画で再生することができる。
【００３８】
　図６は本開示の実施例による結像過程を説明する模式的なフローチャートである。図６
に示すように、ステップＳ６１０において、例えばオペレータは、計算装置１６０のマン
マシンインターフェースを利用して、制御器１４０によって、放射線を出すことをＸ線源
１１０に命令するようにコマンドを出し、放射線は被検体１２０を透過した後、スパース
アレイ検知器１３０とデータ採集装置１５０により受けられ、コンテナなどのような被検
体を一回透過走査する。
【００３９】
　次いで、ステップＳ６２０において、計算装置１６０でデータを処理し、例えば特定厚
さ（深さ）層Ｚでの画素オフセットΔｘを計算し、そしてステップＳ６３０において、画
素に対してデジタルフォーカシングを行い、例えば上記式（１）を参考して特定位置Ｚで
のフォーカシング後の画素値を計算する。全ての検知器の画素を水平変位ΔＤで中心線に
揃えるように補正すると、この深さ位置にある物体断面は明確に結像することができ、他
の層における点はデフォーカスが生じ、乱雑ノイズと見なされる。
【００４０】
　その後、ステップＳ６４０において、画像に対してノイズ除去、フィルタリングなどの
操作を行い、Ｚ層以外の他の層にあるデフォーカス画素値を除去する。例えば、当業者は
、異なる状況に応じて適切なノイズ除去アルゴリズムを選択し、フォーカシングした後の
画像をノイズ除去し、デフォーカスの画素点の影響をなくすことができる。このようにし
て、ステップＳ６５０において、階層画像を取得し、つまり位置Ｚでのスライス画像を取
得した。
【００４１】
　また、厚さ（深さ）によってサンプリングして計算することでコンテナ貨物の階層検出
を実現することができる。実際に、コンテナ内物体はいずれも所定の厚さを有するため、
厚さによる層数を適切な範囲に選択すると、階層結像効果を保証するだけではなく、検知
器分布の設計にも便利である。
【００４２】
　また、本発明の一部の実施例によると、多重エネルギー検知器を用いることができ、例
えばスパースアレイ検知器は、高エネルギー検知器群及び低エネルギー検知器群を含んで
もよい。例えば、低エネルギーは３～５ＭｅＶのエネルギー範囲を指してもよく、高エネ
ルギーは７～９ＭｅＶのエネルギー範囲を指してもよい。当業者は実際の必要に応じて高
エネルギーと低エネルギーの範囲値を設置することができる。検知器のＸ線に対する吸収
特性によると、比較的薄い検知器は、中低原子番号材料と高原子番号材料に対する区別効
果が改善される。上記特徴を充分に利用するために、多重エネルギー検知器を設計するこ
とができる。
【００４３】
　図７は本開示の実施例で使用した擬似二重エネルギー検知器７００の検知ユニットを示
す構造模式図である。図７に示すように、高エネルギー検知器の前に比較的薄い検知器を
低エネルギー検知器として１層加えて、低エネルギー検知器がエネルギースペクトル中の
低エネルギー成分を検知する。図７に示すように、放射線源に近い方は比較的薄い低エネ
ルギー検知器結晶７１０（例えば厚さ０．３ｍｍのＣｓＩ（ＴＩ））が設けられ、その次
は両層の検知器の間に挟まれる金属フィルタ７２０（例えば厚さ０．５ｍｍのＣｕ）が設
けられ、その後は比較的厚い高エネルギー検知器結晶７３０（例えば厚さ４ｍｍのＣｓＩ
（ＴＩ））が設けられる。
【００４４】
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　本開示の実施例によると、放射線源１１０は、二重エネルギー加速器または単一エネル
ギー加速器を用いることができる。尚、擬似二重エネルギー検知器の使用のため、使用す
る加速器は二重エネルギー加速器に限定されるものではなく、単一エネルギーＸ線加速器
を用いればよい。Ｘ線はコリメートされて扇形の放射線ビームを形成し、被検体を透過し
て位置感度検知器アレイに到着する。物体が、放射線面に垂直な方向に運動する時、物体
の各部分が順次に放射線ビームを通過し、検知器は直線走査によって物体全体の二次元投
影画像を取得する。コンテナ内の物体の材料情報をさらに取得するためには、二重エネル
ギー加速器で透過図、材料図を取得し、さらにスパースアレイ検知器による深さ階層情報
に合わせて三次元構造及び材料画像を形成する。
【００４５】
　本開示の実施例によると、計算装置１６０でコンテナの二次元透過図を取得することが
できる。例えば、スパースアレイ検知器の配列が既知である条件では、中心線に揃えるこ
とで二次元透過画像を復元することができる。
【００４６】
　図８はコンテナ内の危険品を三次元位置決めするフローチャートである。図８に示すよ
うに、ステップＳ８１０において、スパースアレイ検知器を用いて被検体を透過走査し、
走査データを取得する。
【００４７】
　その後、ステップＳ８２０において、異なる深さＺに基づいて相応的なスライス画像を
確定し、スライス画像に危険品または不審物がある時、相応的な深さ値Ｚを記録する。ス
テップＳ８３０において、既知のスパースアレイ検知器の配列の条件を利用し、中心線に
揃えることで二次元透過画像を復元することができる。ステップＳ８４０において、記録
された深さ値Ｚ及び二次元透過画像を利用して危険品や不審物の三次元位置を確定する。
例えば危険品や不審物の二次元画像における位置を確定することで、危険品や不審物の水
平と垂直の座標を取得してから、深さ値Ｚに合わせてその三次元座標を確定することがで
きる。他の実施例によると、使用した加速器は二重エネルギーのものであれば、さらに、
三次元材料識別図を再構成することができる。
【００４８】
　上記実施例において、特定の順序に従って本開示の方法のフローを説明したが、当業者
であれば理解できるように、一部のステップは、他の順序で行われてもよく、並行して行
われてもよい。
【００４９】
　本開示の上記実施例はスパース分布された検知器ユニット及び再構成方法によって、被
検体の階層情報を取得する。多重エネルギー検知器により、低原子番号物質及び比較的薄
い物品をよりよく検知する。深さ階層情報とＸ線透過画像を合わせ、被検体の三次元画像
及び危険品位置決めを取得する。このようにして、従来のＸ線透過システムが直線探知ア
レイを用いることによる奥行方向における情報重畳の不備を補い、コンテナに対する安全
検査の正確率、効率及び画像表示効果を向上させる。
【００５０】
　以上の詳細な説明は、模式図、フローチャート及び／又は例示を用いることで、検査装
置及び検査方法の多くの実施例を既に説明した。このような模式図、フローチャート及び
／又は例示に１つまたは複数の機能及び／又は操作を含む場合、当業者であれば理解でき
るように、このような模式図、フローチャート又は例示における各機能及び／又は操作は
、各種の構造、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア又は実質的にそれらの任意
の組み合わせによって単独及び／又は共同に実現され得るものである。１実施例において
、本発明の実施例に記載の主題の若干部分は、専用集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプ
ログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）又は他の集
積方式によって実現され得る。しかしながら、当業者であれば理解できるように、ここで
開示された実施例の一部は、全体又は部分的に集積回路中に均等して実現することができ
、一台または複数台のコンピュータで運行する１つまたは複数のコンピュータプログラム
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または複数のプログラムであるように実現する）、１つまたは複数のプロセッサで運行す
る１つまたは複数のプログラムであるように実現し（例えば、１つまたは複数のマイクロ
プロセッサで運行する１つまたは複数のプログラムであるように実現する）、ファームウ
ェアであるように実現し、あるいは実質的に上記方式の任意組み合わせであるように実現
する。かつ当業者は本開示に基づき、回路及び／又は書き込みソフトウェア及び／又はフ
ァームウェアコードを設計する能力を具備する。また、当業者であれば認識できるように
、本開示に記載の主題の方式は、多種形式のプログラム製品とされて配布することができ
、かつ実際に配布を実行する信号担持媒体の具体的な類型にもかかわらず、本開示に記載
の主題の例示的な実施例に全て適する。信号担持媒体の例示は、例えばフロッピー、ハー
ドディスクドライブ、コンパクトディスク（ＣＤ）、デジタルユニバーサルディスク（Ｄ
ＶＤ）、デジタル磁気テープ、コンピュータメモリなどの記録型媒体、及びデジタル及び
／又はアナログ通信媒体などの伝送型媒体（例えば、光ファイバケーブル、導波、有線通
信リンク、無線通信リンクなど）を含むが、それらに限定されるものではない。
【００５１】
　複数の典型的な実施例を参照しながら本発明を説明したが、理解できるように、使用し
た専門用語は、説明や例示的なものであり、制限的な専門用語ではない。本発明は発明の
精神又は実質を逸脱することなく多種の方式で具体的に実施することができるため、理解
できるように、上記実施例は前述の何れかの細部に限定されず、添付された請求項が限定
した精神と範囲内において、広く解釈されるべきであるため、請求項又はその均等範囲内
に入る全ての変化及び変形はいずれも添付された請求項に覆われるべきである。
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